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目的
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国産品の利用向上

国産品使用の強化により効率を高め、
世界市場で競争力を有することがで
きるようにする。

政府支出の最適化を通じた輸入品依存の低減

雇用機会の拡大

外貨の節約



国産品利用義務の法的根拠
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政令2018年第29号第61条：

国産化率と会社貢献比重と合計が
40％以上の国産品が存在する場合、、
国産化率25％以上の国産品を利用す
る義務

法律2014年第3号第86号：
（省庁/国営企業/公営企業/民間企業/国家が占有す
る資源の事業化を行う者による）物品/サービス調達
における国産品利用する義務

大統領規程2021年第12号第66条：
政府の物品/サービス調達は国産品
を利用する義務がある

工業に関する
法律2014年
第3号

産業能力強化に関する
政令2018年第29号

政府の物品/サービス調達に関する大統
領規程2018年第16号及び2021年第12号

その他の国産品利用義務は関連法令による



産業能力強化に関する政令2018年第29号
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国産品利用向
上（P3DN）

国内産業能力
強化のために
行う。

P3DN国家チーム
（大統領令2018年
第24号で規定）

P3DNチーム
各省庁、政府機関、
地方機関で結成

監督と制裁
行政処分・過料

制裁の実施
確証機関、物品/

サービス調達担当官、
製造者/供給者

国産品利用義務

国産品利用 国産品調達

• 物品の国産品価格特恵は最大
25％

• 国内企業による建設サービス
の国産品価格特恵は（外国企
業の最低提示価格の）最大
7.5％

工業省は下記を定める：
・国産物品/サービス目録
・特定産業における国産化率の最低限度

省庁・地方政府
・国家予算/地方予算
・ローン/無償支援

国営企業/公営企業/民間
・国家予算/地方予算
・政府との協力

・国家が占有する資源の
事業化

国産品利用義務は、物品
/サービス調達の計画及び
実施段階で実施する

・物品調達
・サービス調達
・物品とサービスの調達

政府便宜

• 国産化率25％以上の国産品の
価格特恵

国産化率

国産化率と会社貢献比重の合計が40％の国産品が存在する場合、
（国産化率25％以上の）国産品義務

第54号 第73号

第57号

第58号

第74号 第76号

第60号

第61号

第64号

第106号－
第110号



定義
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国産品

インドネシアで投資及び生産を行う企業が、すべて又は一部インドネシア人労働者を用
い、そのプロセスにおいてすべて又は一部が国内に由来する原材料やコンポーネントを
利用して生産又は作業をした、デザイン・エンジニアリングを含む物品とサービス

国産化率（TKDN）

物品、サービス及びその両方の国産品の割合

会社貢献比重（BMP）

インドネシアで投資及び生産を行う工業会社に付与される評価値



国産品利用義務
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国産品購入義務

輸入品
禁止

国産品利用
義務ユーザー

省庁・地方政府・
事業体

国産化率
25％未満の
国産品も

国産化率40％以上又は
国産化率＋会社貢献比重40％以上
の製品が存在する場合

もし。。。

国産化率
25％以上

会社貢献比重
最大15％

政令2018年第29
号第57条

大統領規程2021
年第12号第66条

政令2018年第29号
第61条

大統領規程2021年
第12号第66条



国産化率の算出
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国産化率と会社貢献比重認証の流れ
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企業の
自己評価

自己評価
結果を独
立確証機
関が確証

工業省国産品
利用向上セン
ターが認証

独立確証機
関が国産化
率評価最終
報告書を
作成

アウトプット：
国産化率/会社貢献比重証明書



独立確証機関
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国産化率算出規定と手順
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工業大臣規程2020年第16号

医薬品の国産化率算出規定・手順

工業大臣規程2017年第04号

太陽光発電用の国産化率評価規定・手順

工業大臣規程2017年第29号

携帯電話・携帯コンピューター・タブ
レットコンピューターの国産化率算出規
定・手順

工業大臣規程2011年第16号

国産化率算出規定・手順

工業大臣規程2020年第22号

電化製品・情報津伸機器の国産化率
算出規定・手順

工業大臣規程2011年第16号

バッテリー電気自動車の仕様、開発ロー
ドマップ、及び国産化率の算出規定



工業大臣規程2011年第16号
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会社要件

投資

国産化率の種類

国産化率

物品

製品要件

材料＆労働者 製造プロセス 国産品

国内/輸入

インドネシア人/外国人
機能・形態・性質の

変化 より高い価値
会社貢
献比重 その両方

サービス

所在

生産



国産化率算出

工業大臣規程2011年第16号

12

物品の
国産化率

複数物品の国産化率

サービスの
国産化率

複数サービスの
国産化率

国産品製造コスト

全製造コスト

（国産品×購入価格）

複数物品の購入価格

国産サービスコスト

全サービスコスト

国産品コスト＋国産サービスコスト

全物品・サービスコスト



物品の国産化率算出例
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国産品の定義（政令2018年第29号第1条21

インドネシアで投資及び生産を行う企業が、すべて又は一部インドネシア人労働者を用い、そのプロセスにおいて
すべて又は一部が国内に由来する原材料やコンポーネントを利用して生産又は作業をした、デザイン・エンジニア
リングを含む物品とサービス

政令2018年第29号第67条（2）項

注射器の国産化率

原材料

設備 株式 50:50

製造コスト

国産品 輸入品

労働者 (2)項aに規定の物品の国産化率

は、下記を含む生産要素に基づ
き算出する：
a. 直接材料
b. 直接労働者、及び
c. 工場間接費



物品の国産化率達成認証状見本
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付記：

• 物品の国産化率証明書は、工業
省国産品利用向上センターが認
証する。

• 1つの証明書で複数の種類の製品
を表すことが可能。

• 認証が受けられる製品の種類は
会社事業許可の産品に応じる。

• 物品の国産化率証明書は3年間有
効。



会社貢献比重（BMP）認証状
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付記：
・会社貢献比重証明書は工業省国産品利用向上センターが認証。
・1社につき1枚の証明書。
・会社貢献比重証明書は3年間有効。
・会社貢献比重は最大15％。

評価対象 規準

アフターサービス施設

(15％の20％)

(15％の30％)

(15％の20％)

会社貢献比重合計

比重 BMP最大値

パートナーシップを通じた協同組合を
含む零細・小規模事業者の能力強化

認証状の保有：
・労働安全衛生（30％）
・環境管理（70％）

コミュニティー/環境能力強化

5億ルピア以上

5億ルピアごとに

認証状なし

認証状あり

2.5億ルピア以上

2.5億ルピアごとに

投資10億ルピア以上

10億ルピアごとに

(15％の30％)



国産品目録
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